
姻届の書 き方

婚  女国 屈

消えるボールペンは使用しないでください。

令和  5年 5月 で 日届出
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初婚・再婚の撼lこ 団鶴婚 再婚(ヨ饉謝 年  月 日
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厠 層 を夕台め る

前の夫萎のそれ

ぞれの世 帯静の

お もな仕 事 と

夫 妻 の 職 業

1,農業だけまたlま羹業とそのイとの仕事を持つている世帯
2.自 こ露業・薦工業・サービス業等を揮l人で経営している選帯
3.企業・イ置人商店等(富公庁は除く)の常漏勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人か

ら99人までの世講 (日 ま々たは1年未満の契約の雇用者は5)

夫、/ 睡憂:至 4.3とこあて1ままらない常用動労者世帯及び会社団体の役員の世帝(日 ま々たは1年未
滴の契約の雇用者は5)

5.1か ら4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世稽

(国勢調査の年一  竿―の 4月 1日から翌年 3月 31底 までに展出をするときだけ書いてください)
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記 入 説 明

0 婚姻届出前の氏名・生年月日を記入

住民登録をしているところの住所と世帯主の氏名を記入、婚夕口届と住所異動届 (転入・転居など)

を同時に提出する場合は、新しい住所と世帯主の氏名を記入

(婚夕国届を休日に出されるときは、住所異動の受付はできませんので、後日別途お手続きください。)

―呪在の本籍地・筆頭者の氏名(戸籍の最初に記載されている方)を記入

届出日現在の実父母及び養父母の氏名と実父母との続き柄を記入

婚夕因後の夫または妻の氏を選択し、述チェック(日 本人同士の場合のみ、外国人との婚夕困の場合

チェック不要)

婚夕困により戸籍を編製しますので「新本籍」を記入

※ただし、画チェッ
`フ

した人が既に戸籍の筆頭者となつている場合は新本籍記入不要

※アパート、マンション名は入りません。

※住居表示実施地域「○丁目○番○号」のうちO号は本籍に含みません。

結婚式を挙 (ザたとき、または同居を始めたときのどちらか早い方を記入

結婚式も同居もまだの場合は記入不要 (空欄)

該当するところに団ケェックし、死別・離別の場合はその年月日を記入

夫・妻の該当するところに回チェッ
`ァ

 ※夫妻の職業は□勢調査の年のみ記入

婚夕口できるのは、男女ともに成人(18歳以上)の方です。法改正の経過措置により、

平成16年 4月 2日 ～平成18年 4月 1日 生の女性は、18歳未満であつても、

父母 (養子の場合は養父母)の 同意を得て婚夕困することができます。

その場合は同意書を添付するか、その他欄に署名をしてください。

「この婚夕囲に同意します

住所 ○○県○○市○番地 妻の父 (養父)OO □□  生年月日

住所     同上    妻の母 (養母)○○ □□  生年月日」

婚夕因届出前の氏名で本人が、署名してください。

1昼間連絡が取れる夫と妻の連絡先の電話番号を記入

1成人 (18歳以上)の方2人の署名 (氏名・生年月日・住所。本籍)が必要
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